
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

 

お
知
ら
せ

栃
木
市
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計

画
（
素
案
）
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）

　
本
市
の
文
化
財
の
保
存
・
活
用
を

計
画
的
か
つ
着
実
に
推
進
し
て
い
く

た
め
の
「
栃
木
市
文
化
財
保
存
活
用

地
域
計
画
」（
令
和
８
～
15
年
度
の

計
画
）
策
定
に
あ
た
り
、
皆
様
の
意

見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

閲
覧
・
募
集
期
間　
令
和
７
年
12
月

25
日
（
木
）
～
令
和
８
年
１
月
23
日

（
金
）（
必
着
）

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
、
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者

／
本
計
画
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

閲
覧
場
所 

文
化
課
（
本
庁
舎
４
階
）

／
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
同
４
階
）

／
各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課

／
大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国

府
の
各
公
民
館
窓
口
／
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

提
出
方
法 

閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
窓
口
に
直
接
ま
た

は
問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口 

文
化
課
、
各
総
合
支
所

地
域
づ
く
り
推
進
課
、
大
宮・皆
川・

吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公
民
館
窓

口
（
平
日
８
時
30
分
～
17
時
15
分
）

そ
の
他 

提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後

日
公
表
し
ま
す
。（
住
所
・
氏
名
等

は
非
公
表
）
意
見
に
対
す
る
個
別
回

答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

文
化
課　

       

☎
（21）
２
４
９
７

                      

FAX
（21）
２
６
９
０

 

栃
木
市
建
築
物
耐
震
改
修
促
進

計
画
（
四
期
計
画
）（
素
案
）
に

関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
意
見
募
集
）

　
市
で
は
、
地
震
に
よ
る
倒
壊
等
の

被
害
か
ら
市
民
の
生
命
や
財
産
を
守

る
た
め
、
平
成
20
年
に
「
栃
木
市
建

築
物
耐
震
改
修
促
進
計
画
」
を
策
定

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
28
年
、

令
和
３
年
に
改
訂
を
行
い
、
住
宅
・

建
築
物
の
耐
震
化
の
促
進
に
取
り
組

ん
で
き
ま
し
た
が
、首
都
直
下
地
震・

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
の
大
規
模
地
震

の
発
生
が
切
迫
し
て
い
る
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
状
況
や
耐
震
化
の
現
状
等

を
踏
ま
え
、
令
和
12
年
度
末
ま
で
を

計
画
期
間
と
す
る
次
期
計
画
の
策
定

を
行
う
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
こ

の
た
び
、
素
案
を
取
り
ま
と
め
ま
し

た
の
で
、
皆
様
の
意
見
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。

募
集
期
間　
１
月
19
日
（
月
）
～
２

月
19
日
（
木
）（
必
着
）

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
、
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者

／
本
計
画
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方　

閲
覧
場
所　
建
築
指
導
課
（
本
庁
舎

３
階
）
／
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
同

４
階
）
／
各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り

推
進
課
／
大
宮・皆
川・吹
上・寺
尾・

国
府
の
各
公
民
館
窓
口
／
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
様
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
窓
口
に
直
接
ま
た

は
問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口　
建
築
指
導
課
、
各
総
合

支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
、
大
宮
・

皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公

民
館
窓
口
（
平
日
８
時
30
分
～
17
時

15
分
）

そ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後

日
公
表
し
ま
す
（
住
所
・
氏
名
等
は

非
公
表
）。
意
見
に
対
す
る
個
別
回

答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

建
築
指
導
課　

  
☎

（21）
２
４
４
１

平
川
土
地
区
画
整
理
事
業
　
事
業

計
画
変
更
（
案
）
の
縦
覧

　
小
山
栃
木
都
市
計
画
事
業
平
川
土

地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
変
更

（
案
）
を
次
の
と
お
り
縦
覧
し
ま
す
。

こ
の
事
業
計
画
に
意
見
の
あ
る
方

は
、
縦
覧
期
間
終
了
後
２
週
間
以
内

に
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間　
１
月
７
日
（
水
）
～
20

日
（
火
）　
８
時
30
分
～
17
時
15
分

縦
覧
場
所　
産
業
基
盤
整
備
課
（
本

庁
舎
４
階
）
※
土
・
日
・
祝
日
は
本

庁
舎
１
階
宿
日
直
室

意
見
書
提
出
期
間　
１
月
21
日（
水
）

～
２
月
３
日
（
火
）

意
見
書
提
出
先　
産
業
基
盤
整
備
課

問 

産
業
基
盤
整
備
課 

☎
（21）
２
３
７
７

償
却
資
産
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す

　
栃
木
市
内
に
償
却
資
産
を
所
有
し

て
い
る
方
は
、
個
人
・
法
人
問
わ
ず

固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
と
な

り
、
地
方
税
法
第
３
８
３
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
申
告
義
務
が
あ
り
ま

す
。
市
内
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
方

は
、
令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
の
償

却
資
産
所
有
状
況
に
つ
い
て
、
期
日

ま
で
に
申
告
書
を
ご
提
出
く
だ
さ

い
。

※
廃
業
等
に
よ
り
対
象
と
な
る
資
産

が
な
い
場
合
も
そ
の
旨
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
申
告
に
必
要
な
書
類
等
を
12
月
上

旬
に
発
送
し
ま
し
た
。
お
手
元
に
届

い
て
い
な
い
場
合
は
、
問
合
先
へ
。

※
前
回
、
電
子
申
告
を
お
こ
な
っ
た

方
に
は
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
て
申
告
の

お
知
ら
せ
を
お
送
り
し
ま
し
た
。
書

類
等
の
送
付
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
告
期
限　
２
月
２
日
（
月
）

問 

税
務
課
資
産
税
係 

☎
（21）
２
２
７
１

就
学
援
助
制
度
「
新
入
学
児
童
生

徒
学
用
品
費
」
の
入
学
前
支
給
の

お
知
ら
せ

　
令
和
８
年
４
月
に
小
学
校
・
中
学

校
に
入
学
予
定
の
お
子
さ
ん
が
い
る

世
帯
で
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
ラ
ン

ド
セ
ル
・
制
服
等
の
入
学
前
に
必
要

な
も
の
の
購
入
に
お
困
り
の
方
を
対

象
に
、
就
学
援
助
費
の
新
入
学
児
童

生
徒
学
用
品
費
を
入
学
前
の
３
月

に
支
給
し
ま
す
。
対

象
者
や
申
請
方
法
等
、

詳
細
は
問
合
先
へ
。

申
込　
２
月
６
日
（
金
）
ま
で

問 

教
育
総
務
課　

  

☎
（21）
２
４
６
２

国
民
健
康
保
険
で
受
診
さ
れ
た
方

へ
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
を
お

送
り
し
ま
す

　
医
療
費
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
た

だ
き
、
健
康
や
医
療
に
関
す
る
理
解

を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
「
医
療
費

の
お
知
ら
せ
」（
医
療
費
通
知
）を
世

帯
主
の
方
あ
て
に
お
送
り
し
ま
す
。

送
付
予
定
日　
２
月
10
日
頃

対
象
の
受
診
期
間　
令
和
７
年
１
月

受
診
分
か
ら
10
月
受
診
分
ま
で
（
た

だ
し
通
知
作
成
ま
で
に
医
療
機
関
等

か
ら
請
求
が
あ
っ
た
医
療
費
に
限

る
）（
11
月
・
12
月
受
診
分
は
、
８

月
頃
の
発
送
を
予
定
し
て
い
ま
す
。）

通
知
の
内
容　
受
診
年
月
、
受
診
者

名
、
医
療
機
関
等
名
称
、
受
診
区
分

（
入
院
、
通
院
、
歯
科
、
調
剤
等
）、

日
数
等
、
医
療
費
の
額
、
窓
口
負
担

相
当
額
等

確
定
申
告
に
つ
い
て　
こ
の
お
知
ら

せ
は
確
定
申
告
に
お
け
る
医
療
費
の

明
細
書
と
し
て
活
用
で
き
ま
す
。
こ

の
お
知
ら
せ
に
反
映
の
な
い
月
分
の

医
療
費
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
持

ち
の
医
療
費
領
収
書
に
基
づ
い
て
明

細
書
を
作
成
し
申
告
書
に
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

お
持
ち
の
方
は
、マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

上
で
ご
自
身
の
医
療
費
情
報
を
確
認

で
き
ま
す
。令
和
７
年
分
の
確
定
申

告
に
利
用
す
る
た
め
の
医
療
費
情
報

（
令
和
７
年
１
月
～
12
月
分
）は
、原

則
２
月
９
日
以
降
に
取
得
で
き
ま

す
。

問 

保
険
年
金
課　
☎

（21）
２
１
３
１

年
末
年
始
の
蔵
タ
ク
運
休
と
予
約

受
付
日
変
更
の
お
知
ら
せ

　
令
和
７
年
12
月
27
日
（
土
）
～
令

和
８
年
１
月
４
日
（
日
）
は
、
蔵
タ

ク
の
運
行
と
予
約
受
付
は
お
休
み
し

ま
す
。

　
通
常
、
蔵
タ
ク
の
予
約
は
１
週
間

前
か
ら
の
受
付
と
な
り
ま
す
が
、
長

期
間
の
お
休
み
と
な
る
た
め
、
１
月

５
日
（
月
）
～
９
日
（
金
）
の
乗
車

分
の
予
約
は
12
月
26
日
（
金
）
か
ら

受
付
し
ま
す
。

　
年
末
年
始
に
蔵
タ
ク
を
利
用
さ
れ

る
場
合
は
、
運
休
日
と
受
付
日
に
注

意
し
て
い
た
だ
き
、
蔵
タ
ク
予
約
セ

ン
タ
ー
（
☎

（21）
７
７
７
０
）
へ
ご
予

約
く
だ
さ
い
。

問 

交
通
防
犯
課　

  

☎
（21）
２
１
５
３

高
齢
者
歯
科
口
腔
健
診
は
、
３
月

31
日
ま
で
で
す
！

　
今
年
度
、
76
・
81
・
86
歳
に
な
る

方
を
対
象
に
、
高
齢
者
歯
科
口
腔
健

診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
対
象
者
で

ま
だ
受
け
て
い
な
い
方
は
是
非
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。（
今
年
度
既
に
、

高
齢
者
歯
科
口
腔
健
診
の
個
別
健
診

や
集
団
健
診
を
受
け
た
方
は
受
診
で

き
ま
せ
ん
。
受
け
て
し
ま
っ
た
場
合

に
は
、自
己
負
担
に
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
）　

対
象　
今
年
度
76
・
81
・
86
歳
に
な

る
方
（
対
象
者
に
は
、
８
月
頃
に
桃

色
の
ハ
ガ
キ
を
お
送
り
し
て
い
ま

す
）

内
容 

問
診
・
歯
の
状
況
、
噛
み
合

わ
せ
や
口
腔
機
能
検
査

費
用　
無
料

持
ち
物 

受
診
券
（
け
ん
し
ん
パ
ス

ポ
ー
ト
７
ペ
ー
ジ
）
ま
た
は
、
８
月

頃
に
送
付
し
た
桃
色
の
ハ
ガ
キ

申
込 

令
和
７
年
度
け
ん
し
ん
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
７
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の
あ
る

医
療
機
関
に
直
接
予
約
を
し
て
く
だ

さ
い
。

問 

保
険
年
金
課　
☎

（21）
２
１
３
６

野
焼
き
は
禁
止
で
す

　
自
宅
敷
地
内
を
含
む
野
外
で
の
焼

却
行
為
（
野
焼
き
）
は
「
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
で

原
則
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
火
事

や
近
隣
の
建
物
へ
の
延
焼
な
ど
重
大

な
事
故
も
発
生
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

周
辺
住
民
へ
の
迷
惑
行
為
に
も
な
り

ま
す
の
で
、
ご
み
は
分
別
し
て
適
切

に
処
分
し
、
野
焼
き
は
絶
対
に
や
め

ま
し
ょ
う
。

問 

環
境
課 　
　
　

 

☎
（21）
２
４
２
２

山
岳
救
助
訓
練
の
実
施
に
つ
い
て

 

登
山
者
が
登
山
中
に
事
故
、
怪
我

等
を
し
た
場
合
を
想
定
し
た
救
出
、

救
助
訓
練
を
行
い
ま
す
。
訓
練
実
施

中
は
皆
川
城
址
公
園
入
口
に
立
て
看

板
を
設
置
し
ま
す
。
期
間
中
ご
迷
惑

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
協
力
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

日
時 

１
月
19
日
（
月
）
～
２
月
28

（
土
）

場
所　
皆
川
城
址
公
園
内
（
皆
川
城

内
町
）

問 

消
防
課　
　
　

  

☎
（22）
０
１
１
９

令
和
７
年
度
第
３
回
危
険
物
取
扱

者
試
験
の
お
知
ら
せ

試
験
日　
３
月
８
日
（
日
）

場
所　
作
新
学
院
高
等
学
校
（
宇
都

宮
市
一
の
沢
）

受
験
資
格　

甲
種
（
資
格
が
必
要
）　

乙
種
（
資
格
必
要
な
し
）

試
験
手
数
料　
甲
種
７
，
２
０
０
円　

乙
種　
５
，３
０
０
円　
丙
種　
４
，

２
０
０
円

申
請
期
間　
書
面
・
電
子
申
請　
１

月
５
日
（
月
）
～
16
日
（
金
）　

受
験
願
書
等
常
置
場
所　
（
一
財
）

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
栃
木
県
支

部
、
県
内
の
消
防
局
お
よ
び
各
消
防

本
部	

申
請
先　
（
一
財
）
消
防
試
験
研
究

セ
ン
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